
 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
し尿収集台帳 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

水循環部 水再生施設課 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 
し尿を収集するために利用 

記 録 項 目 １住所、２氏名、３電話番号 

記 録 範 囲 し尿を収集する世帯 

個人情報を取り扱う  

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法  委託業者からの報告 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
委託業者 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）水循環部 水再生施設課 

（所在地）八王子市北野町 596 番地 3 

訂正及び利用停止に  

関する他の法令の規定 

による特別の手続等  

なし 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
浄化槽汚泥等処理手数料徴収台帳 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

水循環部 水再生施設課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
浄化槽等汚泥処理手数料を徴収するために利用 

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号 

記 録 範 囲 し尿浄化槽占有者又は設置者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 浄化槽清掃業者からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
浄化槽清掃業者 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）水循環部 水再生施設課 

（所在地）八王子市北野町 596 番地 3 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
浄化槽指導業務事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

水循環部水再生施設課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
浄化槽設置届の内容把握のために利用 

記 録 項 目 1.氏名、2.住所、3.電話番号 

記 録 範 囲 浄化槽設置届出を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有    ☑無    

記録情報の収集方法 提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）八王子市水循環部水再生施設課 

（所在地）八王子市北野町５９６－３ 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
管路維持補修 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

水循環部水再生施設課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
苦情要望について進捗状況や問い合わせ等の確認に利用 

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号、４要望内容 

記 録 範 囲 排水不良の要望内容 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 

 

□ 有   ☑ 無 

記録情報の収集方法 電話連絡や来庁による 

要配慮個人情報の有無 □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 

 

 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）水循環部水再生施設課 

（所在地）八王子市北野町 596-3 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
都市づくり公社維持管理委託事務(1) 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

水循環部水再生施設課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

下水道法、八王子市下水道施行規則に基づき、申請から

公共下水道管理者の承認・許可までの内容把握のために

利用 

記 録 項 目 1、氏名、２、住所 

記 録 範 囲 申請を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有    □無    

記録情報の収集方法 申請書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）八王子市水循環部水再生施設課 

（所在地）八王子市北野町５９６－３ 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿   

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日市 

個人情報ファイルの 

名 称 
都市づくり公社排水設備委託事務（2） 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

水循環部水再生施設課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
排水設備等新設等計画届の内容把握のために利用 

記 録 項 目 1.氏名、2.住所 

記 録 範 囲 排水設備等新設等計画の届出を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有    □無    

記録情報の収集方法 提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）八王子市水循環部水再生施設課 

（所在地）八王子市北野町５９６－３ 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  


